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コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分の臨時交付金等を活用し、水道料金の基本料金減免（2

か月）や学校給食費の無償化（2か月分）、さきめしいこま＋プレミアムキャンペーンをはじめとする

市民の皆さま、事業者の皆さまへの支援策などを実施します。6 月議会には、約 3 億 5,600 万円を増

額する一般会計と水道事業会計の補正予算案を追加で提出します。 

 

■補正予算 

 ＜令和 4年度予算 6月補正（追加提案）＞              

・現計予算   ４０７億９,３７８万５千円 

・補正予算     ３億５,６０７万４千円 

・補正後予算  ４１１億４,９８５万９千円 

 

■市民・事業者の皆さまの暮らしに関すること 

１ 水道料金の基本料金を 2か月分無料にします 

    経済的な打撃を受けておられる方への経済的な支援策の一環として、水道料金の「基本料金」

を 2か月減免します。 

※生駒市の水道料金は、口径によって定められた基本料金と使用水量に応じた従量料金の合計

額です。このうち「基本料金」が 2か月無料になります（水道料金全額が無料になるわけで

はありません）。 

（例）一般家庭（口径 20mm）で 1か月あたり 20㎥を使用した場合（税込額） 

 減免前 減免後 

基本料金（～8㎥） 1,364円 0円 

従量料金 2,283円 2,283円 

水道料金 3,647円 2,283円 

   ・対象件数 約 4万件 

・対象月  水道料金は原則 2か月ごとに検針しているため、時期により異なります。 

◇7月検針の方…6・7月の 2か月 

           ◇8月検針の方…7・8月の 2か月 

原油価格・物価高騰に対応した生駒市の取組 

約 3億 5,600万円を増額する一般会計補正予算案を提出 

奈良県生駒市 
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          ◇毎月検針の事業者の方…7・8月の 2か月 

・事業費  1億 2,671万 9千円 

   ・担 当  上下水道部総務課（0743-79-2800） 

 

■市民の皆さまの暮らしに関すること 

1 ２か月分の給食費を無償化します 

保護者の経済的な負担を軽減し、安心して学校生活を過ごしてもらうため、小中学校の 2か月

分（9・10月分）の給食費を無償化します。 

   ・対 象  小学生約 6,700 人、中学生約 3,100 人 

・事業費  8,854万 1千円 

   ・担 当  学校給食センター（0743-73-3141） 

 

２ 生涯学習施設の使用料を１/２減免します 

市内団体に限って生涯学習施設の使用料の１/２を継続して減免し、市民の文化・芸術活動を

支援します。 

   ・期 間  令和 4年 10月～令和 5年 3月 

・事業費  1,331万 7千円（歳入補正含む） 

   ・担 当  スポーツ振興課（0743-74-1111、内線 3750） 

 

３ 市民みんなで創る音楽祭を充実します 

    音楽活動の再開機運が高まっていることから運営委託料を増額し、より多くの企画提案事業を

実施することで、市民が多様で質の高い音楽に親しむ機会を提供するとともに、音楽文化を担

う人材の発掘や活躍の機会を拡充します。 

・事業費  200万円 

   ・担 当  生涯学習課（0743-74-1111、内線 3700） 

 

■事業者の皆さまへの支援に関すること 

1 物価高騰対策の給付金を支給します 

   原油価格・物価高騰等の影響を受けている事業者を支援するために売上高に応じた給付金を支

給します。対象者は、本市で定める基準により売上高が 15％以上減少した事業者となります。 

   ・支給内容 年間売上高に応じた額（下限 7万円、上限 30万円） 

         （例）売上高 500万円以下の事業者…支給額 7万円 

            売上高 2,000万円を超える事業者…支給額 30万円 

※売上高 500万円超～2000万円以下は段階的に支給額を設定 
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   ・事業費  1億 5,234万 9千円 

   ・担 当  商工観光課（0743-74-1111、内線 2021） 

 

２ さきめしいこま＋プレミアムキャンペーンを実施します 

   原油価格・物価高騰等の影響を受けている飲食店等を支援する為、プレミアム価格分(支払金額

の 30パーセント)を上乗せする「さきめしいこま＋プレミアムキャンペーン」の事業を当初予

算から増額して実施します。 

   ・事業費  4,010万円 

   ・担 当  商工観光課（0743-74-1111、内線 2021） 

 

３ 市内公共交通事業者に燃料上昇分の一部を支援 

   ・対 象  市内に営業所がある公共交通事業者 

・交付内容 ◇路線バス 

 令和 2年度を基準とした燃料費上昇分の支援 

◇タクシー事業者 

25,000円／１台 

   ・事業費  2,053万 7千円 

・担 当  事業計画課（0743-74-1111、内線 2500）  

 

 ４ 施設園芸農家に燃料上昇分を支援 

   ・対 象  市内の施設園芸農家（国の支援制度の対象外のため） 

   ・対象期間 令和 3年 10月～令和 4年 3月、令和 4年 10月～令和 5年 2月 

   ・交付内容 重油・灯油の燃料価格上昇分の支援 

   ・事業費  210万円 

   ・担 当  農林課（0743-74-1111、内線 2150） 

 


